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３　活気あふれる産業がある

①　農林業の振興

３

　町の農業は、高齢化や労働力不足により農家戸数の減少が進み、１戸当りの経営面積が拡大していくこ
とが見込まれています。このような状況を受け、町では、農作業を効率化する「スマート農業」の普及を
推進しています。これまで４年間にわたり実証プロジェクト事業を実施し、スマート農業の効果検証を行
うとともに、機械購入に対する補助を行ってきました。
　令和５年度からは、機械購入補助をリニューアルし、自動操舵補助システム、自動運転機能付きの機械
（トラクター・田植機・コンバイン）の購入に対する補助を行います。

補助対象機械 補助額
自動操舵システム ３割（上限50万円）
自動運転機能付きの機械 50万円（定額）

スマート農業機械の購入助成	 1000万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

トラクター 田植機 自動操舵システム

活気あふれる産業がある活気あふれる産業がある活気あふれる産業がある活気あふれる産業がある
３

掲載している事業以外の内容は、町ホームページで
お知らせしています。

ＱＲコードからリンク→
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３　活気あふれる産業がある

〈令和５年度　予算〉

３

有害鳥獣の駆除	 1536万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

○エゾシカ対策
　エゾシカによる農業被害防止のため、猟友会に有害鳥獣駆除を委託するとともに、くくりわなの貸し出
しを行います。また、捕獲の担い手対策として、銃猟およびわな猟免許の取得費用などの助成を行うほか、
地域おこし協力隊制度を活用し、担い手を募集します。

○アライグマ対策
　令和元年度からのアライグマ対策強化により農業被害は減少傾向にありますが、継続的な捕獲対策が必
要であることから、捕獲報奨金の支給や箱わなの貸し出しを引き続き行います。また、地域検討会や動画
配信による町の取り組みの普及を進めます。

○ヒグマ対策
　令和４年度の市街地での出没を踏まえ、侵入経路となる河川沿いなどにクマ除け装置を設置します。ま
た、山間部の農地で目撃情報が増加していることから、頻繁に出没し人への被害が危惧される箇所にクマ
用の箱わなを設置します。

＜財源内訳＞
道の補助金	 397万円
町の負担	 1139万円

地域検討会クマ除け装置

農産物の直売会	 73万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　新十津川産の農産物を直接消費者にお届けする
直売会などを行います。
　７月から９月の毎週木曜日には、役場庁舎前で
町内の生産者による農産物の直売会「もぎたて市」
を開催します。
　また、札幌市の道庁赤れんが前で開催される「農
業・農村ふれあいフェスタin赤れんが」に出店し、
新十津川産の農産物や特産品などをＰＲします。

熱供給センターの運営	 3497万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　ふるさと公園内にある熱供給センターに設置す
る木質バイオマスボイラーを使用し、グリーン
パーク、スポーツセンター、温水プールへ温水（熱）
の供給を行います。
　燃料となる木質チップは、町内の森林から搬出
された間伐材などを活用し、町内の加工場でチッ
プに加工されたものを使用します。
＜財源内訳＞
供給先の負担	 1393万円
町の負担	 2104万円

役場庁舎前で開催される「もぎたて市」 木質バイオマスボイラー
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３　活気あふれる産業がある

②　商工業の振興

３

森林整備の促進	 1038万円 林道の維持管理	 668万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ） （担当：建設課土木グループ）

　森林の整備費用や伐採した木の運搬費用、運搬
するための作業道を補修する費用の一部を助成し
ます。
　費用の一部を助成することにより、森林の整備
を促進し、適切な森林環境を保ちます。
　助成の費用は、国から譲与される森林環境譲与
税を使用します。

＜財源内訳＞
森林環境譲与税基金繰入金　1038万円

　町が管理する林道の草刈りや砂利敷きなどの維
持管理を行います。
　令和５年度は、林道三輪線に架かる橋梁１橋の
定期点検（５年に１回）を行います。
　また、森林環境譲与税を使用して、計画的に林
道の排水路の土砂上げを実施します。

＜財源内訳＞
道の補助金	 105万円
道の管理協定負担	 53万円
森林環境譲与税基金繰入金	 250万円
町の負担	 260万円

中小企業者などへの支援	 6949万円
（担当：産業振興課商工観光グループ）

　中小企業者などを支援するた
め、４つの事業に取り組みます。

１．事業資金保障融資
　運転資金や設備資金などの
事業資金をあっせんし、この
制度による融資への利子補給
を行います。

２．制度資金の利子補給
　町が指定する国や北海道の
融資制度による融資への利子
補給を行います。
【町が指定する融資制度】
⑴日本政策金融公庫
・国民生活事業
・農林水産事業

⑵北海道中小企業総合振興資
金
・ライフステージ対応資金
・経済環境変化対応資金
・一般経営資金

３．企業施設設置に対する優遇
　町内で企業施設を新たに設
置または増築や移設をするた
めに投資をした企業や設備投
資をした企業に対し、優遇措
置を行います。
⑴投資に対する優遇措置
　投資額の20％を助成
⑵その他の優遇措置
　・固定資産税の免除
　・設備等賃借料の助成
　・町民雇用賃金の助成

４．中小企業者の取り組み支援
　中小企業者が主体的に行う
次の取り組みを支援します。
⑴店舗の新築・改装など
⑵地場産品の開発など
⑶販売促進の取り組み、観光
イベントの実施など
⑷知識や技術修得のための研
修受講など
⑸人材を確保するための新た
な取り組みなど
⑹経営する事業を後継者に引
き継ぐ取り組みや、後継者
が引き継いだ事業の経営を
継続する取り組みなど

伐採作業の様子

林道三輪橋（昭和56年建設）
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３　活気あふれる産業がある
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③　観光の振興

３

観光ＰＲの推進	 1110万円
（担当：産業振興課商工観光グループ）

　さまざまな媒体で町の魅力を伝えます。
○応援大使
　彫刻家の五十嵐威暢さん、歌手のさだまさしさんに町の魅力を発信していただきます。
○ＰＲキャラクターのイベント出演等
　町内外のイベントへの「とつかわこめぞー」の出演や、デザインポロシャツの制作により、町のＰＲ、
イメージアップを図ります。
○民間ツアー誘致
　旅行会社による町への観光ツアーの広告費を助成します。
○ふるさと公園テレビＣＭ
　ふるさと公園を全道に向けて周知するため、テレビＣＭを放映します。
　製作したＣＭ動画は、他の広報媒体でも再利用します。
○YouTube番組「ここキャン北海道」撮影
　人気のYouTube番組の撮影を行い、キャンプフィールドや町特産品をＰＲします。
○ふるさと公園ミニイベント
　リニューアルオープンするふるさと公園のにぎわいづくりのため、
ミニイベントを開催します。
○観光協会ホームページ新規開設・ＳＮＳ発信
　観光情報に特化したＨＰと、ＳＮＳを活用した情報発信を行います。

奈良県・十津川村三者協定ＰＲ	 274万円キャンプフィールドの管理運営	 753万円
（担当：産業振興課商工観光グループ）（担当：産業振興課商工観光グループ）

　奈良県・十津川村・本町の三者連携協定による
特産品や観光情報のＰＲを行います。
　奈良県や十津川村のイベントなどで、ＪＡピン
ネ、商工会、振興公社と協力し、町の農特産物を
ＰＲ、販売します。
　また、昨年は奈良県五條市との交流都市提携を
結ぶなど奈良県の市町村ともさらなる交流が広
がっています。十津川村や五條市をはじめ、奈良
県の市町村を訪問し関係団体と交流する団体に対
し、活動の支援を行います。

　令和４年度にリニューアルオープンしたしんと
つかわキャンプフィールドの管理運営を行います。
　令和５年度は、バンガローの木製階段を改修し
ます。また、キャンプ場エリアなどにＷｉ－Ｆｉ
環境を整備するとともに、これまで電話受け付け
のみだった予約方法に加え、ウェブ予約システム
を導入します。

ふるさと公園にある	しんとつかわキャンプフィールド

「とつかわこめぞー」が
さまざまな舞台で活躍！
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３　活気あふれる産業がある

３

ふるさと公園の維持管理	 2544万円
（担当：産業振興課商工観光グループ）

　ふるさと公園の維持管理を行います。
　ふるさと公園は令和３年度から４年度にかけて整備工事を実施しました。
　令和３年度は、しんとつかわキャンプフィールドのオートサイト化・トイレの改修と、公園東側の展望
エリアの整備を行い、令和４年度は水景施設、大型ネット遊具、トイレや休憩場所としても利用できるテ
ラス施設などの整備を行い、令和５年度に新たに供用を開始しました。
　また、令和５年度はイベント広場ステージ内部の破損が激しいことから補修を行い、園地内の景観向上
のため立木の伐採を行います。

≪リニューアル施設≫
①ウォールクライムや高さ５ｍのキューブネットなどがある大型ネット遊具と幼児用のネット遊具
②テーブルやイスがあり休憩や飲食に適したテラス空間
③ＢＢＱスペース
④水遊びができるチャプチャプ池や噴水がある水景施設

①①

③③

②②

④④


